
議会案件工事における特例措置適用の運用について

　議会案件工事における特例措置適用の考え方（当初契約の位置付け等）について以下のとおりとする。

①　仮契約日～本契約日の間に特例措置適用の基準日がある場合

（例）

●適用する場合、本契約日＝当初契約日として特例措置を適用
●仮契約日での特例措置適用は不可（基準日以前の契約のため）

②　仮契約日の以前に特例措置適用の基準日がある場合

（例）

●適用する場合、原則、本契約日＝当初契約日として特例措置を適用。
　ただし、受注者からの協議請求により、仮契約日＝当初契約日として特例措置の適用も可能。

特例措置適用【可】特例措置適用【可】

特例措置適用【不可】 特例措置適用【可】

特例措置適用基準日 仮契約日 本契約日

R7.3.1 R7.3.15 R7.4.30

仮契約日 特例措置適用基準日 本契約日

R7.2.15 R7.3.1 R7.3.20


